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令和６年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会会議録(第１号) 

  令和６年９月１０日（火曜日） 

○議 事 日 程 

 令和６年９月１０日 午後１時３０分 開会 

 日程第 １  会議録署名議員の指名 

 日程第 ２  会期の決定 

 日程第 ３  管理者提案理由の説明 

 日程第 ４  認定第 １号 令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入 

               歳出決算認定について 

 日程第 ５  議案第１１号 令和６年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正 

               予算（第１号）について 

 日程第 ６  議員の派遣について 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

○出席議員（１１名） 

 １番 林   義 浩 君         ２番 川 上 秀 範 君 

 ３番 田 代 耕 一 君         ５番 勝間田 幹 也 君 

 ７番 牧 野 惠 一 君         ８番 永 井 誠 一 君 

１０番 薗 田 豊 造 君        １１番 神 野 義 孝 君 

１２番 臼 井 光 昭 君        １３番 小 林 恵美子 君 

１４番 鈴 木   豊 君 

○欠席議員（１名） 

 ６番 石 原 和 美 君 

○説明のため出席した者 

 管 理 者        勝 又 正 美 君 

 副 管 理 者        込 山 正 秀 君 

 副 管 理 者        田 代 明 人 君 

 会 計 管 理 者        勝間田 守 正 君 

 事 務 局 長        鎌 野   武 君 

 消 防 長        外 山 貴 彦 君 

 庶 務 課 長        梶   茂 樹 君 

 庶 務 課 技 監        池 田 浩 一 君 

 事務局次長兼資源循環課長        佐 藤 修 一 君 

 事務局次長兼衛生センター所長        三 輪   徹 君 
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 消防次長兼消防総務課長        芹 澤 良 信 君 

 予 防 課 長        伊 倉 博 一 君 

 警 防 課 長        三改木 辰 也 君 

 通 信 指 令 課 長        小 澤 秀 宗 君 

 救 急 課 長        井 上 博 昭 君 

 御 殿 場 消 防 署 長        野 木 幹 雅 君 

 小 山 消 防 署 長        杉 本 敏 行 君 

 御 殿 場 市 副 市 長        良 知 淳 子 君 

 御殿場市企画戦略部長        沓 間 信 幸 君 

 御 殿 場 市 総 務 部 長        小 林 和 樹 君 

 小 山 町 副 町 長        室 伏 博 行 君 

 小山町企画総務部長        長 田 忠 典 君 

 小山町くらし環境課長        鈴 木 新 一 君 

○職務のため出席した事務局職員 

 庶務課総務スタッフ課長補佐        加 藤 貴 大 

 庶務課総務スタッフ主幹        竹 内 みずほ 

 庶務課総務スタッフ主任        勝 又 良 太 

 庶務課総務スタッフ副主任        曽 根 綾 乃 

 

 

 

○議長（小林恵美子君） 

  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

  ただいまから、令和６年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会を開会いたし

ます。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

                              午後１時３０分 開会 

○議長（小林恵美子君） 

  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願

います。 

○議長（小林恵美子君） 

  この際、諸般の報告をいたします。６番 石原和美議員から、所用のため本日の会議

を欠席する旨、届出がありましたので報告いたします。 

○議長（小林恵美子君） 



 

- 6 - 

  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程（第１号）、管理者提案理由説明書及び資

料６、以上でありますので御確認ください。 

  議案書及び議案資料は、先に、議員各位に配付済みであります。 

○議長（小林恵美子君） 

  日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、議長において、１１番 神野義

孝議員、１２番 臼井光昭議員、以上２名を指名いたします。 

○議長（小林恵美子君） 

  日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

  令和６年９月定例会の会期は、本日９月１０日から１０月１１日までの３２日間とし

たいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（小林恵美子君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、令和６年９月定例会の会期は、３２日間と決定いたしました。 

○議長（小林恵美子君） 

  日程第３ 「管理者提案理由の説明」を議題といたします。 

  本議会に提出されました認定第１号、議案第１１号について、管理者から提案理由の

説明を求めます。 

  管理者。 

○管理者（勝又正美君） 

  本日開会の御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会に提出いたしました議案の

御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。 

  議案は、決算案１件、予算案１件の計２件でございます。 

  以下、議案番号に従い、順次御説明申し上げます。 

  それでは、認定第１号「令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出

決算認定について」申し上げます。 

  一般会計の決算概況は、歳入歳出予算３８億３，４１８万円余に対しまして、歳入総

額が３７億１６４万円余、歳出総額が３５億９，４５２万円余となっており、歳入歳出

差引額は１億７１２万円余となっております。 

  歳入歳出差引額から令和６年度への繰越事業に充当する財源２８万円余を差し引いた

実質収支額は１億６８４万円余となりました。 

  予算の執行状況につきましては、歳出から申し上げます。 
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  歳出の内訳は、８２．７％に当たる２９億７，２７９万円余が人件費、物件費等の消

費的経費でございます。また、９．６％に当たる３億４，３３３万円余が投資的経費で、

小山消防署建設事業費等でございます。その他の経費は７．７％で、２億７，８３９万

円余でございます。 

  歳入の主なものにつきましては、市・町の負担金が全体の８０．４％に当たる２９億

７，４６１万円余、使用料及び手数料が２億６，３５７万円余、国庫支出金が２１２万

円余、県支出金が３，１７３万円余、繰越金が１億３，８２２万円余、組合債が１億７

５０万円、基金繰入金が２，０００万円となっております。その他は、財産運用収入、

組合預金利子及び雑入で１億６，３８７万円余でございます。 

  次に、議案第１１号「令和６年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予算

（第１号）について」申し上げます。 

  今回の補正額は５，０００万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ４

２億３，９００万円となります。 

  補正の背景、要因といたしましては、前年度繰越金の精算並びに当初予算編成後の状

況変化により必要となりました予算の措置をするものでございます。 

  歳出は、総務管理費の基金積立金の増額を行うものでございます。 

  歳入は、令和５年度の決算確定に伴う繰越金の増額でございます。 

  分担金及び負担金につきましては、繰越金から今回の補正事項に係る増額分を差し引

いた４，６８４万２，０００円を減額するものでございます。また、事業の進捗などに

より、債務負担行為の追加を行うものでございます。 

  以上で、本日提出いたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。慎重な

御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（小林恵美子君） 

  日程第４ 認定第１号「令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出

決算認定について」を議題といたします。 

  この際、あらかじめ御了承願います。 

  決算の審議については、本日は当局からの説明のみとし、質疑については、来る１０

月１１日の本会議において行いたいと思いますので御了承ください。 

○議長（小林恵美子君） 

  それでは当局から決算の説明を求めます。 

  事務局長。 

○事務局長（鎌野 武君） 

  ただいま議題となりました認定第１号について御説明いたします。 

  資料１、議案書の１ページをお開きください。 
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  本案は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度御殿場市・小山町広

域行政組合一般会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて認定に付すものでござい

ます。 

  それでは、決算の概要につきまして御説明いたしますので、資料３、決算附属資料の

１ページをお開きください。 

  １、一般会計決算概況を御覧ください。 

  この表は、令和５年度と令和４年度の決算概況を併記しておりますが、令和５年度に

つきまして御説明いたします。 

  １の歳入総額は、前年度比６．６％増の３７億１６４万円余、２の歳出総額は、前年

度比７．８％増の３５億９，４５２万円余で、３の歳入歳出差引額、いわゆる形式収支

につきましては、前年度比２２．５％減の１億７１２万円余となりました。 

  ４の翌年度へ繰り越すべき財源が２８万円余で、これにより、５の実質収支額は、前

年度比２０．９％減の１億６８４万円余となりました。 

  ６の単年度収支額は、令和５年度の実質収支額から令和４年度の実質収支額を差し引

いた額で、６，４７４万円余のマイナスになりました。 

  ７から９の積立金、繰上償還金、積立金取崩額については該当がなく、よって、１０

の実質単年度収支額は、６の単年度収支額と同額となります。 

  次に、２の市町の負担金の状況ですが、（１）の負担金対象人口及び（２）の項目別

負担割合に基づき、（３）の項目別決算額の合計欄のとおり、御殿場市が２１億２，８

９９万円、小山町が８億４，５６２万７，０００円、計２９億７，４６１万７，０００

円となりました。 

  ２ページ・３ページをお開きください。 

  こちらの歳入項別集計表につきましては、款項ごとの内容説明は、後ほど歳入歳出決

算事項別明細書によりいたしますので、ここでは一番下の段の計の欄のみについて説明

いたします。 

  当初予算額は３５億９，７００万円でしたが、補正予算で２億３，４００万円を増額

いたしました。 

  継続費及び繰越事業費繰越財源充当額は、富士岡分署建設事業における建設用地取得

に係る測量業務委託において、関係地権者との調整等に不測の日時を要し、令和４年度

内に完了できなかったため、この事業費３１８万円余を繰越財源として措置したもので

す。 

  これらにより、予算現額の計は３８億３，４１８万円余となりました。また、調定額

は３８億４，０９９万円余、収入済額は３７億１６４万円余となりました。また、調定

額から収入済額を差し引いた収入未済額は１億３，９３４万円余となりました。これは、
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常備消防費における救助工作車更新整備事業において、半導体不足や社会情勢の影響に

より年度内の完了が見込めず次年度に繰り越したことから、国庫補助金であります東富

士演習場周辺消防施設設置助成事業費補助金及び組合債が収入未済となったことによる

ものです。 

  執行率は、対予算が９６．５％、対調定は９６．４％で、前年度に対しては６．６％

の増となりました。 

  ４ページ・５ページをお願いいたします。 

  こちらの歳出目別集計表につきましても、一番下の段の計の欄についてのみ説明いた

します。 

  予算現額は、歳入と同額の３８億３，４１８万円余です。 

  支出済額は３５億９，４５２万円余で、翌年度繰越額が１億３，９６２万円余でした

ので、予算現額の計から支出済額及び翌年度繰越額を差し引いた不用額は１億３万円余

となりました。 

  なお、翌年度繰越額における繰越明許費につきましては、先ほど説明いたしました救

助工作車更新整備事業を繰り越したことによるものです。 

  支出済額の予算現額に対する執行率は９３．７％で、前年度に対して７．８％の増と

なりました。 

  ６ページ・７ページをお願いいたします。 

  こちらの目的別・性質別経費の状況は、歳出を目ごとに性質別に分析したものとなり

ます。 

  性質別経費の経費の構成比は、消費的経費が８２．７％、投資的経費が９．６％、そ

の他の経費が７．７％となりました。 

  消費的経費のうち人件費は、事務局職員２４人、消防職員１６５人の職員の給料、各

種手当、共済費などが主なものです。物件費は、消耗品費、燃料費、施設の管理運営委

託や機器の保守点検委託などが主なものです。維持補修費は、施設や機器などの修繕、

補修に要した経費です。扶助費は、児童手当です。補助費等は、各種事業の負担金・交

付金、建物や自動車などの保険料などが主なものです。 

  次に、投資的経費ですが、普通建設事業費の補助事業として、常備消防費における高

規格救急自動車更新整備事業が該当し、単独事業として、斎場費における火葬炉修繕事

業、塵芥処理費におけるごみ焼却施設周辺整備事業、し尿処理費における施設環境整備

事業、常備消防費における消防庁舎老朽度調査業務委託や災害対策本部改修等及び小山

消防署建設事業が該当しております。 

  その他の経費のうち公債費は組合債の元金及び利子で、積立金出資金等は職員退職手

当基金及び諸施設整備等基金への元金及び運用利子の積立てです。 
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  ８ページ・９ページをお願いいたします。 

  こちらは、性質別経費の財源内訳で、９ページ、財源構成の欄の合計欄のとおり、特

定財源は１６．４％で、市町の負担金が主たる財源となる一般財源は８３．６％となり

ました。 

  特定財源の主なものは、廃棄物処理手数料、焼却センター発電売電料及び火葬炉修繕

事業や高規格救急自動車更新整備事業等に係る組合債などです。 

  １０ページ・１１ページをお願いいたします。 

  こちらの経費別構成状況は、歳出の目ごとに節の区分別の構成状況を一覧にしたもの

です。 

  目・節それぞれの構成比を見ますと、目別では塵芥処理費が２７．３％、常備消防費

が４１．４％、節別では１２節の焼却センター及び再資源化センターの管理運営委託な

どの委託料が３４．０％と、それぞれ大きな割合を占めています。 

  １２ページ・１３ページをお願いいたします。 

  こちらは組合債の目的別現在高で、１２ページに区分ごとの令和４年度末の現在高を

示しております。 

  令和５年度は、斎場施設整備事業に対し５，３１０万円、ごみ処理施設整備事業に対

し２，４９０万円、し尿処理施設整備事業に対し１，５００万円、高規格救急自動車整

備事業に対し１，４５０万円の借入れを行い、１億９，８３０万円余の元金及び利子を

償還したため、令和５年度末現在の残高は１４億２，３９７万円余となり、令和４年度

末に比べ８，５６３万円余の減となりました。 

  なお、令和５年度末借入件数の合計は、令和４年度より４件増の２２件となっており

ます。 

  次の１４ページから２６ページまでは、各所属別の事業実績となっておりますので、

後ほどの歳入・歳出における説明の中で必要に応じて触れさせていただきますので、こ

ちらでは省略させていただきます。 

  ２７ページをお願いいたします。 

  こちらは、一般会計の未収入調書です。 

  記載の２件につきましては、救助工作車更新整備事業を繰り越したことによるもので

す。 

  次のページをお願いいたします。 

  こちらは、一般会計の予算現額と収入済額に５００万円以上の収入減が生じた事業の

一覧です。 

  １つ目の２款使用料及び手数料は、可燃ごみの搬入量の減少及び指定ごみ袋の販売数

がともに見込みより減少したことによる廃棄物処理手数料の減によるものです。 
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  ２つ目の３款国庫支出金、及び３つ目の８款組合債は、救助工作車更新整備事業を繰

り越したことによるものです。 

  次の２９ページは、一般会計の予算現額と支出済額に５００万円以上の予算残が生じ

た事業の一覧です。 

  １つ目の３款１項１目斎場費は、委託料及び備品購入費において、入札差金も含め、

見込みより減となったことによるものです。 

  ２つ目の３款２項１目塵芥処理費は、可燃ごみ搬入量の大幅な減少による委託料等の

減によるものです。 

  ３つ目の３款２項２目し尿処理費は、国の電気料金激変緩和措置による電気料の減に

よるものです。 

  ４つ目の４款１項１目常備消防費は、各種手当や共済費が見込みより減となったこと

によるものです。 

  次のページをお願いいたします。 

  こちらは、ごみ焼却施設周辺整備事業の実施状況を一覧としたものです。 

  次の３１ページは、令和５年度に実施した主要事業の実績を一覧としたものです。 

  以上が、令和５年度決算の概要説明となります。 

  続きまして、詳細について説明いたします。資料２､令和５年度一般会計歳入歳出決

算書を御用意ください。 

  事項別明細書により歳入から説明いたしますので、決算書の１２ページ・１３ページ

をお開きください。 

  １款分担金及び負担金は、前年度比２億３，０９４万円余、８．４％の増となりまし

た。負担金の内訳は備考欄のとおりです。なお、先ほど概要で触れました決算附属資料

１ページにあります項目別負担割合により算定されております。 

  ２款使用料及び手数料は、前年度比１４２万円余、０．５％の微減となりました。 

  １項使用料は、前年度比１０６万円余、６．９％の増です。告別式場の使用件数が増

えたこと及び令和５年度から管外使用料を改定したことが使用料の増額の主な要因です。 

  １目総務使用料は、行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づく使用料です。 

  ２目衛生使用料は、斎場の火葬炉、告別式場及び霊安室の使用料で、前年度比１０５

万円余、７．５％の増です。 

  ３目消防使用料は、消防署と分署に設置されている自動販売機の設置使用料です。 

  ２項手数料は、前年度比２４９万円余、１．０％の減です。 

  １目総務手数料の備考欄、複写手数料は、消防関係の公文書等複写手数料です。 

  ２目衛生手数料１節斎場手数料の備考欄、分骨証明手数料は、斎場で交付した分骨証

明書１９件分の手数料です。 
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  ２節清掃手数料の備考欄、廃棄物処理手数料（焼却）は、指定ごみ袋以外で焼却セン

ターへ自己搬入された焼却ごみの処理手数料です。廃棄物処理手数料（再資源）は、再

資源化センターへ自己搬入された粗大ごみ・不燃ごみ等の処理手数料です。廃棄物処理

手数料（指定ごみ袋）は、市町民が集積所等に指定ごみ袋を利用して廃棄物を処理する

際の手数料です。 

  令和５年度における可燃ごみの搬入量は、市町の集積所からの収集分は、前年度比５

９９トン余、３．７％減少し、これに伴い、可燃ごみの指定ごみ袋の販売数も減少しま

した。自己搬入分は、前年度比１トン余、０．２％増加しましたが、事業系の搬入分は、

前年度より７５トン余、０．７％の減少で、その他を含む全体量では、前年度比７４０

トン余、２．５％の減となっております。また、再資源化センターへの搬入量も減少し

ており、前年度比７２トン余、２．４％の減となっております。 

  結果といたしまして、廃棄物処理手数料（焼却）は、前年度比０．９％の減、廃棄物

処理手数料（再資源）は、前年度比０．６％の減、廃棄物処理手数料（指定ごみ袋）は、

前年度比０．９％の減、全体で前年度比０．９％の減となりました。なお、執行率は対

予算９４．９％でした。 

  １４ページ・１５ページをお願いいたします。 

  ３目消防手数料の備考欄、危険物関係申請手数料は、消防法の規定により徴収する手

数料です。危険物施設の設置・変更に伴う許可及び完成検査の申請並びに廃止届は、前

年度より若干減少し、前年度比３６万円余、７．４％の減となりました。煙火消費許可

申請手数料は、火薬類取締法の規定による煙火の消費の許可申請に係る手数料で、申請

件数は３２件と、コロナ禍以前に戻りつつあります。 

  ３款国庫支出金は皆増でした。 

  １項１目消防費国庫補助金の備考欄、東富士演習場周辺消防施設設置助成事業費補助

金は、御殿場消防署に配備する救助工作車の更新に係る補助金で、概要説明の中でも説

明いたしましたように、次年度に繰り越したため、全額収入未済となっております。 

  ２目衛生費国庫補助金の備考欄、デジタル田園都市国家構想交付金は、斎場の予約シ

ステム導入に対するもので、補助率は２分の１となっております。 

  ４款県支出金は、前年度比９１４万円余、４０．５％の増となりました。 

  １項県負担金は、前年度比６２５万円余、９９．７％と大幅な減でした。減額の要因

は、備考欄に記載の感染症患者等の移送に係る県負担金、これは県から要請があったコ

ロナ陽性者の搬送に係る費用について県が負担するものですが、新型コロナウイルス感

染症の位置づけが令和５年５月８日より「５類感染症」に変更になったことを受け、こ

の負担金が廃止されたため、令和５年度は１件のみの対応となったことによるものです。 

  ２項県補助金は、前年度比１，５４０万円余、９４．４％の増となりました。 
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  １目消防費県補助金の備考欄、地震・津波対策等減災交付金は、災害対策資機材や感

染防止に係る備品の購入等に対して交付される補助金で、補助率は感染防護資機材関連

は２分の１、国庫採択事業関連は６分の１、その他は３分の１です。緊急消防援助隊設

備整備費補助金は、須走分署の高規格救急自動車の更新に伴う補助金で、補助率は基準

額の２分の１です。 

  ５款財産収入は、前年度比４万円余、３４．６％の減となりました。 

  １６ページ・１７ページをお願いいたします。 

  ６款繰越金は、前年度比３，９７３万円余、４０．３％の増となりました。 

  備考欄の事故繰越金は、富士岡分署建設事業における測量業務委託に係るものです。 

  ７款諸収入は、前年度比６，８７８万円余、２９．６％の減となりました。主な要因

は、雑入における焼却センター発電売電料及び再資源化物売却料の減によるものです。 

  ２項１目雑入の備考欄、雇用保険料は、再任用職員３人と会計年度任用職員２人分の

雇用保険です。私用電気料、電話料は、衛生センターの自動検針器の使用電気料及び斎

場の公衆電話使用料です。自動販売機等電気料は、斎場及び消防庁舎の自動販売機の電

気料です。公文書公開等写しの交付費用は、４件の公文書公開の申出に対する費用です。

環境保全負担金は、焼却センターの焼却灰の資源化処分に伴う特別目的会社である御殿

場・小山環境テクノロジーからの負担金です。焼却センター発電売電料は、焼却センタ

ーで発電した電気を日立造船株式会社に売電した料金で、前年度比６，８５１万円余、

３６．０％の大幅な減となりました。再資源化物売却料は、ごみ再資源化施設に持ち込

まれたビン・カン・ペットボトルなどの有価物の売却収入で、前年度比１，１３１万円

余、３３．０％と、こちらも大幅な減となりました。これら減額の要因は、ごみ及び資

源物の搬入量の減、そして、それぞれの買取単価の変動によるものです。コンテナ洗浄

料は、御殿場市の資源物回収コンテナの洗浄に係る御殿場市からの収入です。東名救急

業務支弁金は、東名高速道路での救急業務に対して、中日本高速道路株式会社から支払

われたものです。静岡県防災ヘリコプター職員派遣市町村助成金は、派遣職員１名に対

する助成金です。その他雑入の主なものは、消防大学校の研修に対する静岡県市町村振

興協会からの助成金、市町村職員共済組合事業に係る事務手数料、公用車や建物修繕に

対する全国市有物件災害共済会からの共済金などです。 

  ８款組合債は、備考欄に記載の事業等に対し財源不足を補うとともに、世代間の公平

的な負担を図る観点から借り入れたもので、前年度比４，７１０万円、７８．０％の増

となりました。主な要因は、１項１目衛生債の１節斎場債の備考欄、斎場火葬炉修繕事

業が増となったことによるものです。 

  収入未済額につきましては、繰越明許となった救助工作車更新整備事業に対するもの

です。 
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  なお、組合債全体を通じて、借入利率は最も低いもので０．３％、最も高いものが 

１．０％での借入れとなりました。 

  １８ページ・１９ページをお願いいたします。 

  ９款１項基金繰入金は、前年度比３，０００万円、６０．０％の減です。 

  １目基金繰入金の備考欄、職員退職手当基金繰入金は、年度末に死亡退職が生じたこ

とにより、急遽、退職手当基金から繰り入れしたものです。 

  以上、歳入合計は、調定額の３８億４，０９９万１，２３０円に対し、収入済額は３

７億１６４万９，２３０円となり、執行率は調定額に対して９６．４％となりました。 

  以上で、歳入全般の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の説明をいたしますので、２０ページ・２１ページをお開きくださ

い。 

  歳出につきまして、備考欄を中心に御説明いたしますが、人件費、車両管理費及び一

般諸経費につきましては、特に必要がある場合を除き、説明を省略させていただきます。

なお、備考欄の括弧内の数字は予算現額です。 

  １款１項１目議会費の執行率は９０．７％でした。備考欄２は、元議員への弔慰金に

要した経費です。３の①は、袋井市森町広域事務組合の袋井消防庁舎への行政視察に要

した経費です。４は、議会会議録作成業務委託などに要した経費です。 

  ２款１項１目一般管理費の執行率は９８．８％でした。備考欄１の④は、死亡退職１

名、定年前退職者１名分の退職手当と、事務局及び消防職員の児童手当です。⑤は、職

員の公務中の災害補償に備えた地方公務員災害補償基金への負担金です。２は、元議員

等に対する弔慰金です。３の①は、組合事務室等の維持管理費に係る御殿場市の負担金、

及び斎場ほか各施設の建物損害共済の保険料です。 

  ２２・２３ページをお願いいたします。 

  ４の①は、職員の健康診断のほか、消防職員への麻疹風疹混合ワクチン接種、現場作

業に従事する職員の破傷風やＢ型肝炎の予防接種に要した経費です。②は、職員の永年

勤続表彰に要した経費です。③、④、⑥及び⑦は、それぞれ記載の事務に係る御殿場市

の負担金です。⑤は、会計年度任用職員に係る静岡県社会保険協会への負担金です。⑧

は、職員採用試験等に要した経費です。⑨は、ハラスメント相談員実務研修に係る御殿

場市への負担金です。 

  ７は、業務で使用するパソコンや複写機などの借上げ料及びホームページの運用支援

や組合例規集の更新などに関する委託料等が主なものです。 

  ８の①と②は、業務で使用しているネットワークシステム等の維持管理に係る御殿場

市の負担金です。③は、組合の出納事務に係る御殿場市への負担金です。⑤は、顧問弁

護士の法律相談に係る御殿場市への負担金です。 
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  なお、職員の死亡退職に伴い、退職手当に不足が生じたため、予備費を３節へ充用い

たしました。 

  ３款１項１目斎場費の執行率は９３．６％でした。 

  ２４・２５ページをお願いいたします。 

  不用額につきましては、委託料及び備品購入費において入札差金も含め、見込みより

減となったことによるものです。 

  備考欄１の①は、４号火葬炉の増設や火葬炉排気ファンの交換修繕などに要した経費

です。②は、火葬炉用の灯油代、冷暖房用のプロパンガス代、水道料及び電気代です。

③は、火葬等業務委託や斎場予約システム構築業務委託のほか、遺体保冷庫の更新や各

種設備の保守点検の委託等に要した経費です。 

  ２項１目塵芥処理費の執行率は９８．１％でした。 

  不用額につきましては、可燃ごみ搬入量の大幅な減少による委託料等の減によるもの

です。 

  備考欄２の①は、焼却センターの運営維持管理委託やごみ計量受付業務委託等に要し

た経費です。②は、焼却灰を資源化するに当たり、受入先の自治体である三重県伊賀市

及び茨城県鹿島市へ支払った環境保全負担金です。④は、焼却センター周辺地元区であ

る板妻区及び神場区内の道路・水路等の整備事業に対する御殿場市への負担金です。 

  ３の①は、再資源化センターの運営維持管理委託及び小山町分の残渣の小山町最終処

分場への運搬業務委託に要した経費です。②は、小型家電類や廃乾電池、廃蛍光管等の

処理委託料等です。 

  ４は、指定ごみ袋の調達・配送管理、販売等の業務に要した経費です。 

  ２６・２７ページをお願いいたします。 

  ２目し尿処理費の執行率は８８．６％でした。 

  不用額につきましては、国の電気料金激変緩和措置により電気料が抑えられたことに

よるものです。 

  備考欄２の①は、処理棟、管理棟、井戸設備等に要した電気料です。②は、施設運転

技術管理及び夜間機械警備の委託に要した経費です。③は、各種機器の定期的な保守点

検・整備等の委託に要した経費です。④は、水質・騒音・振動・臭気等の各測定分析に

要した経費です。⑤は、高濃度臭気用生物脱臭ブロア交換修繕、モーター交換修繕など

各種機器の修繕及び部品交換に要した経費です。⑥は、施設用地の土地借上げ料です。

⑦は、し尿及び浄化槽汚泥の処理に必要な薬品類等に要した経費です。⑧は、神場地先

にある最終処分場水処理施設の維持管理や放流水水質分析、土地借上げ等に要した経費

です。⑨は、施設管理用の燃料費、水道料等に要した経費です。⑪は、衛生センター管

理棟の土地の所有者からの土地買取り申出に対する用地購入に要した経費です。 
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  以上で、３款までの説明を終わります。 

○議長（小林恵美子君） 

  消防長。 

○消防長（外山貴彦君） 

  ４款消防費について説明をいたします。 

  引き続き、決算書の２８・２９ページをお願いいたします。 

  １項１目常備消防費の執行率は９０．１％です。 

  不用額につきましては、共済費の共済組合負担金や需用費のうち、消耗品費、庁舎用

光熱水費並びに車両用燃料及び修繕費が主なものであります。 

  備考欄１は、③の職員１６５人分の人件費が主なものです。なお、人件費は、常備消

防費全体の８５．８％でございます。 

  ２の①は、庁舎５か所の清掃管理、環境衛生管理などの業務委託のほか、消防本部庁

舎の老朽度調査に要した業務委託料が主なものです。③は、１１９番を受信する通信指

令システムの専用回線や電話・インターネット等の使用に要した経費です。④は、各庁

舎の修繕料で、１７件の修繕がありました。大きなものは、消防本部事務室内に災害対

策本部室を設置するための改修費と、消防本部庁舎のトイレ洋式化に要した修繕費です。 

  ３の②は、管内保育園の幼年消防クラブの育成に係る経費や、広報紙の作成費が主な

ものです。③は、救急救命士の養成や病院研修等、また救急高度資機材の購入に要した

経費です。④は、経常経費である消防指令システムや無線設備の保守委託及びシステム

機器の借上げなどに要した経費です。 

  ４の①は、１１課程、３３人の研修負担金等です。 

  次のページをお願いします 

  ②は、職員５人分の大型運転免許取得者に対する助成金やドローンの運用開始に向け

たドローン操作研修会への受講者５人分の負担金など研修会等への受講に要した経費で

す。 

  ５は、こちらに記載の２件の派遣職員に係る住居借上げ料などです。 

  ６の②は、須走分署に配備している高規格救急車の更新に要した経費です。なお、予

定しておりました御殿場消防署の救助工作車につきましては、社会情勢の影響により年

度内での納車が困難であったため、繰越事業といたしました。 

  ７の中で大きなものとして、職員が着用する活動服の更新がございます。より安全性

と活動性に優れた製品に仕様変更し、購入した８０着は、優先度の高い職員へ貸与いた

しました。令和６年度までの２年間で全職員へ配備いたします。また、心肺蘇生法ガイ

ドラインの変更に伴い、救命救急講習会で使用する訓練用ＡＥＤを更新いたしました。 

  ８は、全国、関東、県、県東部の各消防長会への負担金です。 
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  予備費充用につきましては、能登半島地震への災害派遣に伴う職員手当として、人件

費の８節旅費に１７６万円余を、また、富士岡分署の救急車に積載の自動心肺蘇生器が

故障したため、それを更新するに当たり、消防事業費の１７節備品購入費に４７７万円

余をそれぞれ充当しております。 

  続いて、２目小山消防署建設事業費ですが、執行率は１００％です。 

  備考欄１は、本事業を一括発注方式としたことに伴う年度割額を委託料として小山町

に支払ったものです。なお、本事業の財源は、小山町１００％でございます。 

  続いて、３目富士岡分署建設事業費ですが、執行率は９９．０％です。 

  備考欄１は、基本設計策定に要した事務費です。 

  ２は、前年度から繰越しとなっていました建設予定地の分筆測量に要した委託料です。 

  以上で、４款消防費の説明を終わります。 

○議長（小林恵美子君） 

  事務局長。 

○事務局長（鎌野 武君） 

  引き続き、５款以降につきまして御説明いたしますので、３２ページ・３３ページを

お開きください。 

  ５款１項１目元金の執行率は１００％でした。 

  備考欄１の①及び②は、組合債の元金償還に要した経費です。 

  ２目利子の執行率は９６．４％でした。 

  ６款１項１目予備費は、令和５年度において緊急な対応が必要となった備考欄記載の

科目の事業に充用したものです。充用先の科目で説明をいたしましたので、ここでの説

明は省略させていただきます。 

  ３４・３５ページをお願いいたします。 

  以上、歳出合計は、予算現額３８億３，４１８万８，５９５円に対し、支出済額は３

５億９，４５２万８７７円、翌年度繰越額として繰越明許が１億３，９６２万８，００

０円となり、よって不用額は１億３万９，７１８円となり、支出済額の予算現額に対す

る執行率は９３．７％となりました。 

  次のページをお願いいたします。 

  こちらは実質収支に関する調書ですが、冒頭に決算附属資料１ページの一般会計決算

概況で同様の説明をしておりますので、ここでは省略させていただきます。 

  次に、３８ページ・３９ページをお開きください。 

  こちらは、公有財産のうち土地及び建物に関する調書になっております。 

  ４０ページをお願いいたします。 

  基金につきましては、職員退職手当基金及び諸施設整備等基金で、前年度末の現在高
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は合わせて３億４，５３８万円余でした。令和５年度は、職員退職手当基金において、

１，０００万円の元金積立て、及び２，０００万円の取崩しを行い、諸施設整備等基金

に７，０００万円の元金積立てを行いました。また、利子積立てが合わせて８万円余あ

ったため、年度末の現在高は４億５４６万円余となります。 

  次の４１ページから４６ページまでは、３０万円以上の物品について掲載しておりま

すので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

  以上、認定第１号、令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合歳入歳出決算認定に係

る内容説明とさせていただきます。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小林恵美子君） 

  以上で、認定第１号「令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出決

算認定について」当局の説明が終了しました。 

○議長（小林恵美子君） 

  日程第５ 議案第１１号「令和６年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予

算（第１号）について」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長。 

○事務局長（鎌野 武君） 

  ただいま議題となりました議案第１１号につきまして、御説明いたします。 

  資料５、補正予算書の１ページをお開きください。 

  このページは、予算の条文です。 

  第１条では、歳入歳出予算額にそれぞれ５，０００万円を追加し、予算の総額を４２

億３，９００万円とすることを、第２条では、債務負担行為について定めております。 

  それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたしますので、１８・１９ページを

お願いいたします。 

  ２款１項１目一般管理費は、決算確定に伴い生じた剰余金から職員退職手当基金に 

２，０００万円、諸施設整備等基金に３，０００万円の元金積立てをするものです。職

員退職手当基金につきましては、職員の年齢構成にばらつきがあるため、退職手当の年

度間の平準化を図るため積立てを行うものです。諸施設整備等基金につきましては、今

後、所管施設の大規模な修繕や改修等が必要なことから、その財源確保のために計画的

に積立てを行うものです。 

  今回の積立てにより、基金の積立総額は、職員退職手当基金は３，０００万円余、諸

施設整備等基金は４億１，０００万円余となります。 

  次に、歳入の内容について御説明いたしますので、ページをお戻りいただき、１４・
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１５ページをお願いいたします。 

  ６款１項１目繰越金につきましては、令和５年度実質収支額１億６８４万２，０００

円から、当初予算で計上済みの１，０００万円を差し引いた残額９，６８４万２，００

０円を増額するものです。 

  再度ページをお戻りいただき、１２・１３ページをお開きください。 

  １款１項１目負担金につきましては、繰越金の精算と歳出の補正の結果、御殿場市 

３，４７５万４，０００円、小山町１，２０８万８，０００円を、それぞれ減額するも

のです。 

  次に、債務負担行為につきまして御説明いたしますので、４ページをお開きください。 

  第２表、債務負担行為補正は、指定ごみ袋調達・配送・保管業務並びに受注及び廃棄

物処理手数料等出納管理業務委託について、令和７年度から令和９年度までを期間とし

て、限度額１，６００万円の債務負担行為を設定するものです。 

  以上、議案第１１号「令和６年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予算

（第１号）について」内容説明とさせていただきます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（小林恵美子君） 

  これより、質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  １０番 薗田豊造議員。 

○１０番（薗田豊造君） 

  １０番 薗田豊造です。私は、債務負担行為の補正、令和６年度補正予算（第１号）

４ページ目、第２表の債務負担行為補正についてお伺いいたします。 

  令和７年度から令和９年度まで限度額１，６００万円の追加となっています。 

  １点目として、出納管理業務委託の内容についてお伺いします。また、３年前の債務

負担行為の限度額を１，０００万円でしたが、今回限度額が１，６００万円に大幅に増

大していますので、金額が増大した理由を含め、積算根拠についてお伺いします。 

  ２点目として、今回の債務負担行為を追加した理由について、併せてお伺いします。 

  以上です。 

○議長（小林恵美子君） 

  資源循環課長。 

○資源循環課長（佐藤修一君） 

  それでは、ただいまの御質問にお答えいたします。 

  まず、１点目の指定ごみ袋調達配送保管業務並びに受注及び廃棄物処理手数料等出納

管理業務委託についての委託内容につきましては、指定ごみ袋の調達・保管、そして各
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販売店からの注文を受け付けて配送し、販売代金の回収を行い、その後販売代金に含ま

れている廃棄物処理手数料を広域行政組合に入金する一連の業務となっております。 

  そのうち、出納管理業務委託につきましては、販売店に対しての商品受注と販売代金

の集金、そして廃棄物処理手数料を広域行政組合へ入金を行う事務についての業務で、

増加の原因につきましては、昨今の社会情勢に伴う物価及び人件費等の上昇によるコス

トの増加でございます。 

  次に２点目の今回債務負担を追加した理由につきましては、準備等の都合上、入札予

定時期を令和６年１０月頃としており、このため令和７年度以降の３年分の予算執行予

定分を債務負担する必要があり、最近は物価等の価格変動が激しいので、直近の積算価

格を反映させる必要があり、このたびの補正予算計上となりました。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小林恵美子君） 

  １０番、薗田豊造議員。 

○１０番（薗田豊造君） 

  質問します。 

  せっかく債務負担行為について競争入札を行うということですけれども、もしも入札

に応募しなかった、あるいは１社の入札になった場合には、どのように対応するのかお

伺いします。 

○議長（小林恵美子君） 

  資源循環課長。 

○資源循環課長（佐藤修一君） 

  それでは、ただいまの再質問についてお答えいたします。 

  入札は必ず２社以上の業者を選定して行われます。今回債務負担行為を設定している

指定ごみ袋の業務委託に関しましても、前回入札時と同様、業務内容に対応できる２社

以上の業者があるため、入札での対応となる見込みです。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（小林恵美子君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（小林恵美子君） 

  これより、討論に入ります。 
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  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（小林恵美子君） 

  これより、議案第１１号「令和６年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予

算（第１号）について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（小林恵美子君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（小林恵美子君） 

  日程第６ 「議員の派遣について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本案については、会議規則第１０５条の規定に基づき、お手元の資料６のとおり、当

組合議会行政視察のために議員を派遣したいと思います。 

  なお、日程の変更等の取扱いについては、あらかじめ議長に一任願いたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（小林恵美子君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、お手元の資料のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 

○議長（小林恵美子君） 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

○議長（小林恵美子君） 

  この際、本席より諸般の連絡をいたします。 

  来る１０月１１日午後１時３０分から９月定例会を再開いたしますので、定刻までに

議場に御参集願います。 

  本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。 
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                              午後２時２２分 散会 
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令和６年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会会議録(第２号) 

  令和６年１０月１１日（金曜日） 

○議 事 日 程 

 令和６年１０月１１日 午後１時３０分 開議 

 日程第 １  認定第 １号 令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入 

歳出決算認定について 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

○出席議員（１２名） 
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○議長（小林恵美子君） 

  出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

  ただいまから、令和６年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会を再開いたし

ます。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

                              午後１時３０分 開議 

○議長（小林恵美子君） 

  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願

います。 

○議長（小林恵美子君） 

  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程（第２号）及び参考資料として令和５年度

決算質疑区分一覧表、以上でありますので御確認ください。 

○議長（小林恵美子君） 

  日程第１ 認定第１号「令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出

決算認定について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本案につきましては、過般の本会議において説明がなされておりますので、内容説明

は省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と言う者あり） 
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○議長（小林恵美子君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案に対する内容説明は省略し、ただちに質疑に入ります。 

  まず、歳入について質疑ありませんか。 

  １０番 薗田豊造議員。 

○１０番（薗田豊造君） 

  １０番 薗田豊造です。令和５年度一般会計歳入歳出決算書の４０ページ、財産に関

する調書についてお伺いします。 

  まず、１点目として、職員退職手当基金の年度末残高は、１，０９６万７２９円であ

り、この預金利子は２，２２７円で、０．０２０３％であります。前年度の末の残高は

２，０９５万８，５０２円であります。利子は２万３，４０８円で、０．１１１６％で

あります。要するに減額しているということだね。利子の減額変動について、理由をま

ずお伺いします。 

  ２点目として、諸施設整備等基金についてお伺いします。令和４年度末現在高は、３

億２，４２２万２，４３３円であり、利子は１０万１，９１７円で、０．０３１４％で

あります。今年度は７，０００万円増額、３億９，４５０万２，１３９円であり、利子

分は７万９，７０６円で０．０２０２％であります。この利子の減額理由、また、この

基金には、し尿処理施設建設目的の基金が含まれているのか、お伺いします。その基金

は幾らか。 

３点目として、現在の基金の運用はどのように行われているか。どのような観点から

行われているか、国債や地方債へ移行することも考えたほうがよいと思いますが、当局

の考え方をお伺いします。小さなこととも思いますけれども、財政運営の基本と考えて

取り組んでください。 

以上です。 

○議長（小林恵美子君） 

  庶務課長。 

○庶務課長（梶 茂樹君） 

  それでは、ただいまの御質疑につきまして、順次お答えをいたします。 

まず、１点目の職員退職手当基金の利子が減額変動した理由についてです。 

職員の退職手当基金の利子が減少した要因は２点ございまして、定期預金の利率が約

０．０２％下落したことと、年度当初の元金が約２，０００万円減少したことによるも

のでございます。 

  続きまして、２点目の諸施設整備等基金の利子が減額変動した理由、し尿処理施設建

設目的の基金の金額についてです。 
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諸施設整備等基金の利子が減少した要因は、定期預金の利率が約０．０１％下落した

ことによるものです。 

なお、令和５年９月補正で年度途中に７，０００万円を積み立てたことにより元金が

増加しておりますが、この部分につきましては、期間が１５４日間と短期間だったこと

もございまして、利率は０．００３％で、ごく僅かな利子収入となりました。 

また、諸施設整備等基金は、し尿処理施設の建設をはじめ、各施設の整備に充てるこ

とを目的としております。このため、施設や目的別の金額は特に定めておりません。 

最後に、３点目の基金の運用についてでございます。 

基金の運用につきましては、各基金の条例で定める規定に基づき、最も確実な方法と

考える金融機関への預金で運用しております。また、基金につきましては、計画に基づ

いた取り崩し以外に、突発的な事案が生じた際の取り崩しも想定されるところでござい

ます。いずれにいたしましても、議員御指摘の国債等の運用に関しましては、近隣自治

体の動向を注視してまいりたいと考えております。 

以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（小林恵美子君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて歳入の質疑を終結いたします。 

  次に、歳出について、質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて歳出の質疑を終結いたします。 

  次に、歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

  １０番 薗田豊造議員。 

○１０番（薗田豊造君） 

１０番 薗田豊造です。令和５年度決算附属資料の１２ページ、組合債の目的別現在

高についてお伺いします。 

１点目として、起債の残高は前年より８，５６３万２，０００円余の減額となってお

ります。また、起債件数が４件増加して２２件となっています。併せて、この理由をお

答えください。 

２点目として、全体４項目の債務目的が全て整備事業債となっています。それぞれの
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起債の名称と、どのように使い分けているか、用途についてお伺いします。 

３点目として、現在の国庫や銀行等による起債の内訳と利息、また、償還期限につい

てもお伺いします。 

以上です。 

○議長（小林恵美子君） 

  庶務課長。 

○庶務課長（梶 茂樹君） 

  それでは、ただいまの御質疑につきまして、順次お答えいたします。 

まず１点目の組合債の残高および件数の増減理由についてでございます。 

令和５年度に新たに借入れをいたしました組合債は５件でございます。これに対しま

して、令和５年度に償還が完了した組合債は、平成２３年度に借入れをしました高規格

救急自動車更新事業の１件です。これに伴い、借入れ件数の総数は差引き４件の増とな

りました。 

このように、組合債の総数は増加をいたしましたが、残高が令和４年度に比べて減少

した要因といたしまして、令和５年度に元利償還をいたしました額１億９，８３０万円

余に対し、新たに借入れをいたしました額が１億７５０万円と少なかったためであり、

総数の増減と残高の増減が必ずしも連動するものとはなっておりません。 

続きまして、２点目の組合債の名称、使い分けおよび用途についてでございます。 

決算附属資料１２ページにございます組合債の区分の名称は、施設ごとに仕分けるた

め便宜的に付けた名称となっております。 

なお、令和５年度に活用した地方債は、公共施設等適正管理推進事業債、地方道路等

整備事業債、公共用地先行取得等事業債、消防・防災施設整備事業債、一般事業債であ

り、事業の内容によりまして活用可能な地方債の中から充当率が高いものを選択してお

ります。 

最後に、３点目の現在の組合債の内訳、利息、償還期限についてでございます。 

令和５年度に借入れをしました組合債を借入先別で申し上げますと、静岡県市町村振

興協会から借入れた９００万円は利率０．３％、償還期間１２年です。静岡県市町村職

員共済組合から借入れをしました１，４５０万円は利率０．５％、償還期間１０年でご

ざいます。沼津信用金庫御殿場営業部から借入れた８，４００万円は利率１．０％、償

還期間１２年となっております。いずれも据置期間を２年としております。 

以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（小林恵美子君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １１番 神野義孝議員。 
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○１１番（神野義孝君） 

  １１番 神野義孝です。私は、救急活動の現状等について、お伺いいたします。常備

消防費、決算附属資料２５ページ、救急出動状況によると、令和５年度の搬送人員は 

４，９８８人と令和４年度より３１８人増加しています。要因はさまざまあると思いま

すが、救急需要の増加を背景に全国各地で救急搬送時間の延伸が問題となっています。

特に、新型コロナウイルス感染症が流行した令和４年度は、救急患者の搬送先がなかな

か決まらず、長時間現場に滞在することによる救急搬送時間の延伸が社会問題となりま

した。令和５年度は新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行し、その影響が低下

したと思われますが、当管内の救急活動の現状と今後の対応の方向性についてお伺いい

たします。 

○議長（小林恵美子君） 

  救急課長。 

○救急課長（井上博昭君） 

  それでは、ただいまの質疑にお答えいたします。 

現状の救急活動において、救急隊は傷病者を観察した結果、当該傷病者に適した医療

機関の中から、最も搬送時間の短い医療機関への搬送を基本としつつ、救急当番や、か

かりつけの有無を考慮しながら搬送先の選定を行っています。 

これらの活動を救急隊は迅速に実施しておりますが、搬送先がすぐに決まらないケー

スも存在します。新型コロナウイルス感染症が流行する前の平成３０年の平均現場滞在

時間は１６．４分で感染が拡大した令和４年は２１．５分、令和５年は２１分と令和４

年と比較し若干の減少となっています。 

また、搬送先医療機関決定までの時間が３０分以上かかった事案は、平成３０年は、

１２件で全体の０．２％、令和４年が９４件で１．８％と大幅に増えましたが、５類に

引き下げられた令和５年は、５９件で１．１％と令和４年と比較しても３５件減少して

おります。 

とはいえ、新型コロナウイルス感染症が完全終息したわけではなく、依然として感染

者が確認されていることから、発熱を伴う傷病者の受け入れには消極的な傾向が見られ、

このことも搬送先医療機関決定の遅延につながり、救急搬送時間の延伸の一因にもなっ

ています。 

加えて、走行距離や走行時間が延伸する管外搬送の増加のほか、東名高速道路の出動

件数の増加も救急搬送時間延伸の重要な要因です。 

このような状況を踏まえ、更なる救急需要に対応するため、今年度実施する救急車更

新に伴う旧車両を非常用救急車として有効活用し、来年４月からは２台の非常用救急車

を含め８台の救急車を保有することにより、救急隊が地域に不在となる救急空白地域や
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空白時間を生じないような体制を構築します。併せて、救急車に搭乗する救急救命士の

増員も計画し、救急需要の増大に向けた取り組みを進めているところです。 

以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と神野義孝君） 

○議長（小林恵美子君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて歳入歳出全般の質疑を終結いたします。 

以上で、認定第１号に対する質疑を終結いたします。 

○議長（小林恵美子君） 

  これより、討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（小林恵美子君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（小林恵美子君） 

  これより、認定第１号「令和５年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出

決算認定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（小林恵美子君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

○議長（小林恵美子君） 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  これにて、令和６年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

                              午後１時５０分 閉会 
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